
改

正

後

改

正

前

（
統
計
法
施
行
令
別
表
第
二
の
九
の
項
の
下
欄
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
会
社
以
外
の
法
人
）

（
削
る
）

第
五
条

統
計
法
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
三
十
四
号
）
別
表
第
二
の
九
の
項
の
下
欄
第
二
号
の
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
会
社
以
外
の
法
人
は
、
都
道
府
県
知
事
が
調
査
す
べ
き
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
の
定

め
る
方
法
に
よ
り
選
定
し
た
法
人
（
以
下
「
都
道
府
県
調
査
法
人
」
と
い
う
。）と
す
る
。

（
調
査
の
対
象
）

（
調
査
の
対
象
）

第
五
条

法
人
土
地
・
建
物
基
本
調
査
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
に
つ
い
て
行
う
。

第
六
条

法
人
土
地
・
建
物
基
本
調
査
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
に
つ
い
て
行
う
。

一

会
社
及
び
会
社
以
外
の
法
人
の
う
ち
国
土
交
通
大
臣
が
調
査
す
べ
き
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
の
定
め

る
方
法
に
よ
り
選
定
し
た
も
の

一

会
社
及
び
会
社
以
外
の
法
人
の
う
ち
国
土
交
通
大
臣
が
調
査
す
べ
き
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
の
定
め

る
方
法
に
よ
り
選
定
し
た
も
の
（
以
下
「
国
土
交
通
省
調
査
法
人
」
と
い
う
。）

二

前
号
に
掲
げ
る
法
人
以
外
の
法
人
で
あ
っ
て
、
前
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
定
め
た
年
及
び
期
日
前
一
年
間

に
お
い
て
売
買
に
よ
る
所
有
権
の
移
転
の
登
記
を
行
っ
た
法
人
の
う
ち
、
国
土
交
通
大
臣
が
調
査
す
べ
き
も

の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
選
定
し
た
も
の

二

都
道
府
県
調
査
法
人

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
国
土
交
通
省
令
第
十
七
号

統
計
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
五
年
政
令
第
四
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
人
土
地
・
建
物
基
本
調
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

法
人
土
地
・
建
物
基
本
調
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

法
人
土
地
・
建
物
基
本
調
査
規
則
（
平
成
十
年
総
理
府
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍

線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。





（
調
査
事
項
等
）

（
調
査
事
項
等
）

第
六
条

法
人
土
地
・
建
物
基
本
調
査
は
、
調
査
票
に
よ
り
、
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
第
一
号

か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
第
一
号
、
第
六
号
及
び
第
七

号
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
す
る
。
た
だ
し
、
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
法
人
の
う
ち
、
資
本
金
、
出
資
金
若
し
く

は
基
金
の
額
が
五
億
円
以
上
の
会
社
又
は
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
定
め
た
年
及
び
期
日
前
一
年
間
に
お
い

て
売
買
に
よ
る
所
有
権
の
移
転
の
登
記
を
行
っ
た
法
人
で
あ
っ
て
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
選
定

し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
す
る
。

第
七
条

法
人
土
地
・
建
物
基
本
調
査
は
、
調
査
票
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
調
査
法
人
の
う
ち
資
本
金
、
出
資
金

又
は
基
金
の
額
が
一
億
円
以
上
の
会
社
に
あ
っ
て
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
会
社
以
外
の
国
土
交

通
省
調
査
法
人
及
び
都
道
府
県
調
査
法
人
に
あ
っ
て
は
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
す

る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

所
有
す
る
土
地
に
関
す
る
事
項

三

所
有
す
る
土
地
に
関
す
る
事
項

イ

宅
地
な
ど
（
第
五
号
に
規
定
す
る
土
地
を
除
く
。）に
関
す
る
事
項

イ

宅
地
な
ど
（
第
五
号
に
規
定
す
る
土
地
を
除
く
。）に
関
す
る
事
項

・

（
略
）

・

（
略
）

所
有
面
積

面
積

（
略
）

（
略
）

取
得
時
期

取
得
時
期
及
び
今
後
の
保
有
等
の
予
定

利
用
現
況
並
び
に
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
定
め
た
年
及
び
期
日
の
五
年
前
の
利
用
状
況

利
用
現
況

売
却
そ
の
他
の
処
分
及
び
用
途
転
換
の
予
定

（
新
設
）

・

（
略
）

・

（
略
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

四

所
有
す
る
建
物
に
関
す
る
事
項

四

所
有
す
る
建
物
に
関
す
る
事
項

イ

工
場
敷
地
以
外
の
土
地
に
あ
る
建
物
（
一
棟
当
た
り
の
延
べ
床
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の
に
限
る
。）又
は
工
場
敷
地
に
あ
る
建
物
（
延
べ
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に

限
る
。）に
関
す
る
事
項

イ

工
場
敷
地
以
外
の
土
地
に
あ
る
建
物
（
一
棟
当
た
り
の
延
べ
床
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の
に
限
る
。）



に
関
す
る
事
項

工
場
敷
地
に
あ
る
建
物
か
否
か
の
別

（
新
設
）

棟
数
又
は
工
場
敷
地
の
数
量

棟
数

（
略
）

（
略
）

ロ

イ
に
規
定
す
る
建
物
以
外
の
建
物
に
関
す
る
事
項

ロ

工
場
敷
地
以
外
の
土
地
に
あ
る
建
物
（
イ
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）に
関
す
る
事
項

〜

（
略
）

〜

（
略
）

（
削
る
）

ハ

工
場
敷
地
に
あ
る
建
物
に
関
す
る
事
項

所
在
地

敷
地
に
関
す
る
権
原

延
べ
床
面
積

構
造

建
築
時
期

当
該
建
物
に
係
る
信
託
受
益
権
を
保
有
し
て
い
る
か
否
か
の
別

価
額

五

（
略
）

五

（
略
）

六

売
買
以
外
に
よ
る
土
地
の
移
動
状
況
に
関
す
る
事
項

六

購
入
及
び
売
却
を
し
た
土
地
（
合
併
に
よ
る
取
得
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
面
積
又
は
帳
簿
価
額
が
増
減
し

た
土
地
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
有
無
に
関
す
る
事
項

イ

移
動
の
有
無

（
新
設
）

ロ

移
動
し
た
理
由

（
新
設
）

ハ

移
動
し
た
面
積

（
新
設
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



七

売
買
し
た
土
地
に
関
す
る
事
項

七

購
入
及
び
売
却
を
し
た
土
地
に
関
す
る
事
項

イ

事
業
用
資
産
又
は
棚
卸
資
産
の
別

イ

所
在
地

ロ

売
買
の
時
点
に
お
け
る
土
地
の
状
況

（
新
設
）

ハ

売
買
の
目
的

（
新
設
）

ニ
・
ホ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

ヘ

区
画
数
の
合
計

ニ

区
画
数

（
削
る
）

ホ

棚
卸
資
産
で
あ
る
か
否
か
の
別

２

前
項
の
調
査
票
の
様
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

２

前
項
の
調
査
票
の
様
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
係
る
も
の

別
記
様
式
第
一

一

前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
係
る
も
の

別
記
様
式
第
一
及
び
別
記
様
式
第
二

二

前
項
第
五
号
に
係
る
も
の

別
記
様
式
第
二

二

前
項
第
五
号
に
係
る
も
の

別
記
様
式
第
三
及
び
別
記
様
式
第
四

三

前
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
係
る
も
の

別
記
様
式
第
三

三

前
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
係
る
も
の

別
記
様
式
第
五
及
び
別
記
様
式
第
六

（
調
査
の
方
法
及
び
期
間
）

（
調
査
の
方
法
及
び
期
間
）

第
七
条

法
人
土
地
・
建
物
基
本
調
査
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
調
査
票
又
は
調
査
の
対
象
法
人
（
以
下
「
調
査
法

人
」
と
い
う
。）が
電
子
情
報
処
理
組
織
（
国
土
交
通
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機（
入
出
力
装
置
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）と
調
査
法
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回

線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。）を
用
い
て
報
告
す
る
た
め
の
識
別
符
号
（
国
土
交
通
大
臣
が
調

査
対
象
法
人
を
識
別
す
る
た
め
に
付
し
た
符
号
を
い
う
。）を
調
査
法
人
ご
と
に
送
付
し
、
回
収
す
る
こ
と
に
よ

り
行
う
。

第
八
条

法
人
土
地
・
建
物
基
本
調
査
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
調
査
票
を
調
査
の
対
象
法
人
（
以
下「
調
査
法
人
」

と
い
う
。）ご
と
に
送
付
し
、
国
土
交
通
省
調
査
法
人
に
つ
い
て
は
国
土
交
通
大
臣
が
、
都
道
府
県
調
査
法
人
に

つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
が
回
収
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
報
告
の
義
務
及
び
方
法
）

（
報
告
の
義
務
及
び
方
法
）

第
八
条

法
人
土
地
・
建
物
基
本
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
調
査

法
人
の
代
表
者
が
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条

法
人
土
地
・
建
物
基
本
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
調
査

法
人
の
代
表
者
が
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
報
告
は
、
調
査
票
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
当
該
調
査
票
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
確
に
判
別
で
き
る
よ
う
に
記
録

す
る
場
合
に
は
、
調
査
票
に
代
え
て
、
電
磁
的
記
録
媒
体
又
は
電
子
計
算
機
を
用
い
て
出
力
し
た
書
面
に
よ
り

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
報
告
は
、
調
査
票
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
当
該
調
査
票
を
国
土
交
通
省
調
査
法
人
に
つ
い
て
は

国
土
交
通
大
臣
に
、
都
道
府
県
調
査
法
人
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
確
に
判
別
で
き
る
よ
う
に
記
録
す
る
場
合
に
は
、

調
査
票
に
代
え
て
、
磁
気
テ
ー
プ
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
電
磁
的
記
録
媒
体
又
は
電
子
計
算
機

を
用
い
て
出
力
し
た
書
面
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
報
告
の
特
例
）

（
削
る
）

第
十
条

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定

す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
と
き
は
、
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
報
告
は
、

前
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
調
査
票
等
の
審
査
等
）

（
調
査
票
等
の
審
査
等
）

第
九
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
調
査
票
等
を
整
理
審
査
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
十
一
条

国
土
交
通
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
調
査
票
等
を

整
理
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
整
理
審
査
し
た
調
査
票
等
を
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
期

限
ま
で
に
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
・
第
十
一
条

（
略
）

第
十
二
条
・
第
十
三
条

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



別
記
様
式
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



別
記
様
式
第
二
を
削
り
、
別
記
様
式
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
二
と
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



別
記
様
式
第
四
を
削
り
、
別
記
様
式
第
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
三
と
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



別
記
様
式
第
六
を
削
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
統
計
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 


